
情報通信審議会 情報通信技術分科会（第１６３回）議事録 

 

１ 日時 令和４年４月 19日（火）１４：３０～１５：１９ 

 

２ 場所 Ｗｅｂ会議による開催 

 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

尾家 祐二（分科会長）、安藤 真（分科会長代理）、石井 夏生利、 

伊丹 誠、江﨑 浩、江村 克己、上條 由紀子、國領 二郎、 

高橋 利枝、長谷山 美紀、増田 悦子、森川 博之（以上１２名） 

 

（２）専門委員（敬称略） 

相田 仁（以上１名） 

（３）総務省 

＜国際戦略局＞ 

田原 康生（国際戦略局長）、新田 隆夫（技術政策課長） 

＜総合通信基盤局＞ 

二宮 清治（総合通信基盤局長） 

  ・電気通信事業部 

   北林 大昌（電気通信事業部長）、古賀 康之（電気通信技術システム課長）、 

・電波部 

野崎 雅稔（電波部長）、荻原 直彦（電波政策課長）、 

荒木 智彦（基幹・衛星移動通信課基幹通信室長） 

（４）事務局 

  成田 隆（情報流通行政局総務課総合通信管理室長） 

 

４ 議 題 

(1) 答申案件 

① 「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「６GHz帯



無線LANの導入のための技術的条件」について 

【平成14年９月30日付け諮問第2009号】 

 (２) 報告案件 

① 「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件のうち

「仮想化技術等の進展に伴うネットワークの多様化・複雑化に対応した電

気通信設備に係る技術的条件」の検討開始について
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開  会 

 

○尾家分科会長  皆さん、こんにちは。ただいまから情報通信審議会第１６３回情報通

信技術分科会を開催させていただきます。本日もＷｅｂ会議にて会議を開催いたしてお

ります。現時点で委員１５名中１２名が御出席ですので、定足数を満たしております。

Ｗｅｂ会議となりますので、皆様、御発言の際には、先ほど御連絡ありましたように、

マイク及びカメラをオンにして、名のっていただきまして御発言をお願いいたします。

また、本日の会議の傍聴につきましては、Ｗｅｂ会議システムによる音声のみでの傍聴

とさせていただいております。 

 それでは、早速ですが、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。本

日の議題は答申案件１件、そして報告案件１件でございます。 

 

議  題 

 

答申案件 

 

①「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「無線ＬＡＮシ

ステムの高度化利用に係る技術的条件」のうち「６ＧＨｚ帯無線ＬＡＮの導

入のための技術的条件」について 

【平成１４年９月３０日付け諮問第２００９号】 

 

○尾家分科会長  初めに、諮問第２００９号「小電力の無線システムの高度化に必要な

技術的条件」のうち「無線ＬＡＮシステムの高度化利用に係る技術的条件」のうち「６

ＧＨｚ帯無線ＬＡＮの導入のための技術的条件」につきまして、陸上無線通信委員会主

査の安藤委員から御説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

○安藤主査  安藤です。よろしいでしょうか。それでは、６ＧＨｚ帯無線ＬＡＮの導入

のための技術的条件について、陸上無線通信委員会での検討結果を安藤より御報告いた

します。資料の１６３－１－１が委員会報告の概要、１－２が報告書、１－３が答申書

（案）ですけれども、本日は概要１－１を用いて説明させていただきます。 
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 １ページ目を御覧ください。近年のテレワーク、オンライン授業等の利用拡大を受け

て、無線ＬＡＮの速度や安定性といった利便性の向上が求められています。新たに６Ｇ

Ｈｚ帯周波数の利用が世界的に進められているところです。具体的な利用シーンとして、

広帯域のチャネルを用いた高速通信が可能となることで、住宅、オフィス、工場などで

の高精細映像配信やＶＲ、ＡＲの利用も期待されています。我が国でも、昨年の３月か

ら６ＧＨｚ帯無線ＬＡＮの導入のための技術検討を開始しました。 

 ２ページ目を御覧ください。６ＧＨｚ帯無線ＬＡＮの利用に関して、無線ＬＡＮメー

カーなどへのアンケート調査結果をまとめたものです。資料の左下にあるとおり、通信

の安定性の向上、高速大容量通信などへの期待から、国内では２０２３年頃より普及が

見込まれています。 

 ３ページ目を御覧ください。諸外国の動向とＩＥＥＥにおける標準化動向をまとめた

ものです。６ＧＨｚ帯において、５,９２５ＭＨｚから７,１２５ＭＨｚまでの１,２００

ＭＨｚの幅の周波数が対象となっています。米国では１,２００ＭＨｚ幅全てが割り当

てられており、無線ＬＡＮ機器の市場投入が開始されています。欧州では６,４２５ＭＨ

ｚまでの低いほうの５００ＭＨｚ幅が割り当てられています。なお、欧州を含む第１地

域では、ＷＲＣ－２３では６，４２５ＭＨｚから７，１２５ＭＨｚまでの７００ＭＨｚ

幅は次世代移動通信システム（ＩＭＴ）の候補周波数帯となっており、現在は無線ＬＡ

Ｎに割り当てていない状況です。韓国はアジアではいち早く、米国同様、全帯域をこの

無線ＬＡＮに割り当てています。昨年１２月には、政府が中心となって実証試験が行わ

れています。６ＧＨｚ帯を対象とした無線ＬＡＮ規格の標準化ですが、昨年５月にＩＥ

ＥＥ８０２.１１ａｘが策定されており、チャネル幅が最大で１６０ＭＨｚ幅で、５Ｇの

通信に調和するような最速９.６Ｇｂｐｓを達成しております。 

 ４ページ目を御覧ください。６ＧＨｚ帯のチャネルプランを示しています。１,２００

ＭＨｚという幅が用意でき、広帯域のチャネルが複数確保できることから、これまで無

線ＬＡＮは２.４ＧＨｚ帯は１００ＭＨｚの幅を、また５ＧＨｚ帯は４６０ＭＨｚ幅を

使用しておりますけれども、気象レーダーなどと周波数共用をしており、必要に応じて

無線ＬＡＮの電波を止める必要がありました。こういうものに比べて、６ＧＨｚ帯は非

常に広い帯域を自由に使えるという、自由という意味は共用ができればということです

けど、大きな魅力があります。 

 ６ＧＨｚ帯無線ＬＡＮには３つの出力のモードがあり、１つはStandard Powerモード、
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標準モードで、１ワット以上の出力が大きいモード、２番目がLow Power Indoorモード

で２００ミリワットと出力が低い屋内利用の限定したモード、３番目にはそれより低い

電力のVery Low Powerモードで、２５ミリワット相当ということで、屋内、屋外問わず

使えるモードとなっています。これら３つのモードに関して、それぞれの国で周波数共

用検討を行い、使用条件を定めています。 

 最初のＳＰモード、スタンダードモードは１ワットを超える高出力であるため、今回

の検討では、２番目のＬＰＩ、Indoorモードと、Very Low Powerモードの可能性につい

て、まず検討を行いました。 

 ５ページ目を御覧ください。６ＧＨｚ帯無線ＬＡＮの周波数共用の検討の全体像とな

ります。１,２００ＭＨｚ幅の中では、電気通信業務、固定衛星、公共・一般業務、放送

事業、また、６,６５０ＭＨｚの付近は電波天文が使用しています。結論から申しますと、

６,４２５ＭＨｚから下の５００ＭＨｚ幅の帯域で無線ＬＡＮは既存の業務、電気通信

業務や業務用の固定局や人工衛星と共用可能であるということを今日お話しします。 

 ６ページ目を御覧ください。６ＧＨｚ帯無線ＬＡＮと既存システムとの周波数共用検

討の手法となります。左側はシミュレーションの検討となりますが、まず、１対１のシ

ングルエントリーのモデルに対して、無線ＬＡＮを与干渉としたときの固定マイクロ回

線と必要な離隔距離を算出しています。 

 続いて、この無線ＬＡＮ等が複数配置された端末からの干渉量の総和、アグリケーシ

ョンと申しますが、これを計算し、長時間、短時間での干渉量がどのくらいかについて

確率計算で評価を行っています。必要に応じて、右側に示す実機を使った実証試験を実

施しております。 

 ７ページから９ページに、先ほどお示しした様々な共用相手となる既存のシステムご

とに共用の検討結果をまとめています。まず、電気通信事業用固定局では、シングルエ

ントリーに関しては、現実的に無線ＬＡＮが固定通信システムのビームから少しでも外

れると離隔距離は６００メートル以内、これはもし無線ＬＡＮを屋内に置けば共用可能

という値です。こういうところの結果を出しました。 

 次に、アグリケーションに関しての検討で、固定通信システムの実用アンテナに近い

ＩＴＵ－Ｒの勧告パターンモデルを用いて計算した結果、長時間の干渉や回線瞬断率は

基準を満足することを確認しています。これを実証試験でも伝送品質に影響がないこと

を確認しており、共用可能との結論に至っています。 
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 次に、公共・一般業務用については、検討手法は同じですが、実際に出回っているア

ンテナは電波法関係審査基準に記述されるものですけれども、サイドローブ特性の受信

感度が少し高く、回線瞬断率の基準値を満足せず、干渉の可能性が拭い切れないという

ことで、今後より深い議論、具体的にはサイドエンジニアリング等、個別の議論が必要

という結論で、今回は共用可能という結論を出していません。 

 ８ページ目を御覧ください。先に下の段ですけど、公共・一般業務用の帯域の中に、

６,６５０ＭＨｚから６,６７５.２ＭＨｚという電波天文の保護帯域があります。受信

観測拠点の中で市街地に近くて、条件が厳しい和歌山大学を選定して共用検討を行った

結果、たとえ無線ＬＡＮを屋内に設置した場合でも離隔距離が１キロ必要ということで、

共用不可という結論になりました。 

 上段の衛星通信システムとの干渉ですけれども、複数配置された無線ＬＡＮからの干

渉量の総和が、人工衛星に与える影響をアグリゲーションで計算しました。ＩＴＵ－Ｒ

で定める基準値Ⅰ／Ｎがマイナス１３.５ｄＢという値を満足することから共用可能と

の結論としました。 

 ９ページ目を御覧ください。放送番組中継システムについては、シングルエントリー

では離隔距離が非常に大きな値となりました。また、アグリゲーションのシミュレーシ

ョンにおいても、長時間干渉基準を満足することはできませんでした。したがって、干

渉の可能性が強く、今後より深い議論が必要との結論に至っています。 

 １０ページ目を御覧ください。これらの共用検討結果を受けて、６ＧＨｚ帯無線ＬＡ

Ｎの技術的条件をまとめております。周波数帯は、５,９２５ＭＨｚから６,４２５ＭＨ

ｚの５００ＭＨｚ幅となっています。チャネル配置については、２０ＭＨｚ幅であれば

２４チャネル、あるいは１６０ＭＨｚ幅であれば３チャネルまでの配置が可能となりま

す。チャネルの使用の優先順位は、特段規定していないということになっています。 

 Low Power Indoorモード、ＬＰＩについては、屋内での使用、これを強く守らなくち

ゃいけないということになっています。空中線電力は、等価等方輻射電力、ｅ.ｉ.ｒ.ｐ.

で規定しており、ＬＰＩモードについては屋内で２００ミリワット以下としています。

屋外でも使用できるＶＬＰモードについては、２５ミリワット以下としております。変

調方式は、これまでどおりＯＦＤＭをベースとしています。 

 １１ページを御覧ください。通信方式、周波数の許容偏差、空中線電力の許容偏差な

どについては、５ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮと同様になっています。運用条件については、
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ＬＰＩモードの親局、アクセスポイントについては屋内限定を表示すること、また、外

に持ち出せないように外部電源ケーブル駆動とすること、耐候性を持たせないこと、こ

れらの考えは、米国ＦＣＣでも規定されておりますが、我が国では今回の６ＧＨｚ帯で

初めて規定するものでございます。また、ｅ.ｉ.ｒ.ｐ.を制限するため、空中線は容易

に取り外せない構造とし、外部アンテナを接続できる機能を持たせないことを運用条件

としました。 

 １２ページを御覧ください。１２ページについては、チャネルの帯域幅ごとに、搬送

周波数、ｅ.ｉ.ｒ.ｐ.などを規定しているもの、これを整理し直したものです。このペ

ージで若干修正があります。申し訳ありません。空中線電力、等価等方輻射電力のとこ

ろは、先ほど１０ページで述べたものが正しく、ＬＰＩが２００ミリワット以下、ＶＬ

Ｐは２５ミリワット以下、全ての帯域幅のチャネルで、この値で統一して書くべきでし

た。ここを間違えておりますので、後ほど修正版をお配りすることになっています。申

し訳ありません。 

 １３ページ目を御覧ください。不要発射の許容値については、チャネル配置の関係か

ら、下の５,９２５ＭＨｚから２０ＭＨｚ幅のところにはガードバンドを空けます。また、

上側の６,４２５ＭＨｚについては、マスクを厳密に規定し、既存システム側への影響を

抑えるようにしています。 

 １４ページ目を御覧ください。日欧米での技術基準を比較したものとなります。米国

の１,２００ＭＨｚ幅全体を使うのに対して、日本と欧州は低域の５００ＭＨｚ幅を使

うことになります。第３地域である日本は７,０２５ＭＨｚから７,１２５ＭＨｚまでが

ＩＭＴの候補対象となっています。空中線電力については、米国はＬＰＩモードでも若

干出力は高めとなっていますが、欧州と日本は同じ基準となっています。 

 １５ページを御覧ください。制度化に向けた今後の課題等として、屋内利用の遵守策

については、その具体は無線ＬＡＮの関係者と調整を図る必要があると思っています。

また、今後の継続の検討課題としては、ＩＥＥＥにおいては既に次の無線ＬＡＮ規格の

検討が進んでいますので、議論の動向を注視し、引き続き検討を行います。 

 最後に、この報告案に対してパブリックコメントをかけまして、法人から２５件、個

人から４件、計２９件の意見の提出がございました。大きな反対意見はありませんでし

たが、高域７００ＭＨｚへの開放を早くという要望や、また、屋外利用に関する要望な

どが出されています。また、狭帯域無線システム、これは、同じ帯域で２０ＭＨｚの狭
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帯域のチャネルをホッピングするようなシステムです。セキュリティーとか小電力とか

チップが簡単であるというメリットがあるのですけれど、そういうシステムを導入する

ことも考えてほしいという期待が述べられていました。 

 御説明は以上となります。よろしく御審議、お願いします。 

○尾家分科会長  ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、御意見、御

質問がございましたらチャット機能にてお申出お願いいたします。 

 國領委員、お願いいたします。 

○國領委員  ありがとうございました。今のお話をお伺いしていて、常にこういうのは

いろいろ関係者の難しい調整があるかと思うので、一概にどう決めつけるわけでもない

ですけれども、例えば放送用のテレビ電送の中継局に使っている電波との干渉みたいの

が問題になったとお伺いしたと思いますが……。 

○安藤主査  そのとおりです。 

○國領委員  この辺、個々のことについては、私、専門家じゃないので、あまり生意気

なことを言うつもりはないのですけれども、やっぱり電波利用の効率というのですか、

働いてもらわないと困るのではないか。大きな考え方といたしまして、別のテクノロジ

ーでもバックアップが存在し得るのではないか。さらにいま、必ずしもずっと使ってい

るわけじゃない。私の子供の頃はきっと中継局って大活躍していたのだと思うのですけ

れども、最近はそうでもないという理解をしております。この辺のことでどういうふう

に調整を考えればいいのか。 

 それから、先ほど電波法の基準では駄目だけどＩＴＵの基準では大丈夫というような

話がありましたけれ。この辺の考え方について、国際的に歩調を合わせていくような話

をしていかないと、またガラパゴスになって、コスト高になって、電波利用効率が高ま

らないみたいな話になりかねないのではないかなと思ったりします。ということはやは

り、最後は行政なり、ひょっとしたら政治にも関わっていただいて、ある程度の価値判

断をしないといけない話になってくるかと思うのです。そもそもこの理解として、何と

なく方向感の理解として、そういう理解でよろしいでしょうかということと、何か価値

判断をしなければいけないときには、何と何との価値判断の何でしょうという、ちょっ

と答えにくい質問かもしれないですけれども、勉強させていただけたら幸いです。 

○安藤主査  今、國領先生がおっしゃったところは本当に重要なことで、考え方を変え

なくちゃいけない。もう現実にいろいろ変えていることももちろんありますし、単に先
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住権とかあるいは優先権があるからということで決めつけではなくて、とにかく全体と

して有効利用するということを、総務省も日頃考えてやっておるようです。それで、今、

御質問にあった、例えば放送のほうについては、やはり無線でなければ、いろんなニュ

ースソースを中継するというような意味で動いて、いろんな場所に、いい場所に行って

は取材するということも含めて考えると、そういうものもあるし、それから、放送とい

うのはクオリティーに非常に敏感ということもあって、当然ですけど、守りたいという

気持ちがあるのは確かです。ただし、場所とか時間とかということで、昔、ホワイトス

ペースという呼び方、今はダイナミックアロケーションというのかもしれませんけど、

場所とか時間とかもうまく使って、そんなにガチンコに障害が出てくることはないよう

に進んでいると思います。今でもその方向に動いていると思います。ただし、今回は免

許不要で自由に使っていいよという、一旦始まると全く後戻りできないというシステム

の議論でもありますので、そこについては、そういう意味では慎重にならざるを得ない

ということがあって、ほかでもそういう話はよく出てくるのですけども、何年をもって

こういう考えにするよということをあれしてやるような慎重なことは求められる、そう

いう相手であります。そこを非常に気にしながらやっている。もう先住権があるから絶

対そこには手を入れないということではもちろんないと思いますし、レーダーでもそう

ですけど、周波数とかビームとか出力とか、それぞれがどんどん努力して、例えば小さ

くして、共用の条件を広げていくような方向へのプレッシャーは今でもかかっていると

思います。ただ今回、６ＧＨｚ帯という、ある意味では一番使いやすいところで免許不

要のものを入れるということもありますので、慎重な判断をしていると。 

 ただし、先ほどちょっと言いましたけれども、一般論として、もう用意ドンでオーケ

ーよという形ではないですけれども、具体的な、ここはこうすればできると。例えば、

個別に言いますと、放送業者が必ずここに来るときには、こういうサイトアッテネーシ

ョンという、例えばつい立てでやるとか、こういうことをやればできるということは、

個別の事例については、少しずつここを攻めていくことは十分にできると思います。た

だ、一般論としては、今いきなりということはできなかったというのが正直なところで

す。それが最初のお話です。 

 その次、これ、非常に重要な御意見です。ＩＴＵのモデルと我々が使っている電波の

管理基準のモデルと少し違いがあります。１つの理由は、国情をきちんと反映している

ということで、非常に過密であるとか、あるいはメインビームよりも少し周りのほうを
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雑音を出さないような考えでいるとかということで、それぞれの国情によって若干違い

がある。たまたま今日お話ししましたのは、あるシステムは今売られているものがもう

ほとんどＩＴＵ－Ｒのモデルでよく表現される業界のものであるということとか、逆に、

このものはほとんど国内であれしているので、国内のパターンのモデルに合わせてつく

ってあるということがあるものですから、そこの実情も踏まえるために、ある意味で使

い分けて、もちろんできるだけ、６ＧＨｚという魅力的な無線ＬＡＮを入れるためにと

いうことで、そこは極力正確にだけれども、入れられるような検討はした。 

 ただ、一般論として、免許なしでどんどん使える帯域として定義することは今のとこ

ろ、もう少し個別の協議をしないと、検討しないとできないというのが今の議論です。

そこのところは、やっぱり日本のルールと海外のルール、水と油というわけではもちろ

んないですけれども、若干考え方が違うところはいつでも少しずつある。その一つ、名

残だと思います。今おっしゃった御意見は、あまりそれを金科玉条のようにしてしまう

と、日本ルール、日本ルールということで製品の流通もままなりませんし、無線ＬＡＮ

なんていうのはやっぱり、いろんな国に持って行っては使うようなものですので、そこ

のところは非常に貴重な御意見だと思います。 

 ただ、例えば屋外で使えるかどうかなんていうのも、レーダーで使っているかどうか

というのは、国によって周波数も違うものですから、そこのところが完全に平らには今

なってないのが実情かと思います。ここら辺のところは、事務局でもう少し正確に御説

明いただけるかもしれません。 

 以上です。 

○國領委員  ありがとうございました。考え方が大事だと思うので、よろしくお願いい

たします。ありがとうございます。 

○安藤主査  ありがとうございました。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。そのほか、何か御意見、御質問ございますか。

よろしいでしょうか。 

 今回の御検討によって、５,９２５ＭＨｚから６,４２５ＭＨｚまでの５００ＭＨｚ幅

がＬＰＩ、ＶＬＰのモードで利用可能な方向で今後整備していただくと理解しましたが、

よろしいでしょうか。 

○安藤主査  そのとおりです。来年ぐらいから商品が出るように進めていっていただけ

ればと思っています。 
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○尾家分科会長  あと、いろいろＩＥＥＥのＷｉ－Ｆｉ７みたいなものも、その次のも

のでまた検討されているという話ですが、現在検討されていた内容で、さらにまた各委

員会で検討しなくちゃいけない課題が出てきそうでしょうか。 

○安藤主査  非常に近い議論だと思いますけれども、例えば、１６０ＭＨｚ幅の２倍の

３２０ＭＨｚ幅のチャネルをどういうふうに入れるかということも含めて、帯域幅の大

きいチャネルをボンディングして使うためには、まとまってぼんと入れないとあまり効

果がないということもありますので、日本でこの周波数でどういうふうに使うのかとい

うことを、今、１６０ＭＨｚ幅、今回の検討で言うと３チャネルまでは切り替えて使え

るようになるのですけれども、今度、Ｗｉ―Ｆｉ７となりますと、３２０ＭＨｚ幅のチ

ャネルをどうやって配置していくか。実はその前の仕様では、６Ｇｂｐｓとか非常に速

い速度が出るはずですけれども、帯域幅を広くしますと、キャリアセンスしたときに、

入れる機会は少なくて、小さいのがちょこちょこいれば入れませんので、実質は多分、

例えばですけど、１Ｇｂｐｓがせいぜいというような状況です。そういう意味で、ただ

数字だけじゃなくて、本当に使いやすい、この最高速度を享受できるようなものに、シ

ステムはそういう意味でどんどんさま変わりしていて、６ＧＨｚ帯だけではなくて、い

ろんな周波数のＷｉ―Ｆｉを有機的に、一緒に使うようなものがどうも考えられている

ようです。それもじきに出てくると思いますので、ただ今回の議論、６ＧＨｚのあたり

ということは非常に重要な議論の場所ですので、同じような議論を煮詰めていかないと。

先ほど御質問にもあったような意味で、ここは使えないと定義づけをしてしまうのでは

なくて、どういう形にすれば、どういう条件なら使えるのかというところまで掘り下げ

ていかないといけないような貴重な周波数じゃないかと思っています。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。それでは、皆様、よろしいですかね。それで

は、ほかに御意見、御質問等ないようでしたら、定足数も満たしておりますので、本件

は答申書（案）のとおり一部答申したいと思いますが、いかがでしょうか。御異議があ

る場合にはチャット機能でお申出いただきますようお願いいたします。 

（異議の申出なし） 

○尾家分科会長  ないようですので、それでは、資料１６３－１－３の答申書（案）の

とおり答申することといたします。安藤委員、どうもありがとうございました。 

○安藤主査  ありがとうございました。 

○尾家分科会長  それでは、ただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の
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対応について御説明を伺えるということですので、よろしくお願いいたします。 

○野崎電波部長  総務省の電波部長の野崎でございます。いつもお世話になります。本

日は「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「６ＧＨｚ帯無線Ｌ

ＡＮの導入のための技術的条件」につきまして一部答申をいただきまして、厚く御礼を

申し上げます。 

 ６ＧＨｚ帯の新しい周波数割当てと新技術の導入によって、無線ＬＡＮの利用は大き

く変化していくものと考えております。とりわけＡＲやＶＲの活用や、工場、医療現場

などにおける幅広い利用が想定されております。また、ネットワーク環境がより一層使

いやすくなることで、デジタル社会の実現に大きく寄与するものと期待しております。 

 総務省におきましては、本日の一部答申を受けまして、速やかに制度整備に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。尾家分科会長をはじめ分科会委員の皆様、及び

本報告書の取りまとめをいただきました安藤主査をはじめ陸上無線通信委員会の委員、

専門委員の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 ６ＧＨｚ帯無線ＬＡＮについては、引き続き大変重要かつ難しい調整が今後とも続く

と思いますけれども、何とぞ情報通信行政に対しまして御支援、御指導を賜りますよう、

どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。 

○安藤主査  ありがとうございました。 

○尾家分科会長  野崎部長、どうもありがとうございます。引き続きよろしくお願いい

たします。 

 

報告案件 

①「ネットワークのＩＰ化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち

「仮想化技術等の進展に伴うネットワークの多様化・複雑化に対応した電気

通信設備に係る技術的条件」の検討開始について 

【平成１７年１０月３１日付け諮問第２０２０号】 

 

○尾家分科会長  それでは、続きまして、報告案件に移りたいと思います。まず、諮問

第２０２０号「ネットワークのＩＰ化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のう

ち「仮想化技術等の進展に伴うネットワークの多様化・複雑化に対応した電気通信設備

に係る技術的条件」の検討開始につきまして、ＩＰネットワーク設備委員会主査の相田
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専門委員から御説明をお願いいたしたいと思います。お願いいたします。 

○相田主査  ＩＰネットワーク設備委員会主査の相田でございます。それでは、資料１

６３－２に基づいて御報告させていただきます。 

 ＩＰネットワーク設備委員会では、平成１７年１０月３１日に諮問いただきました

「ネットワークのＩＰ化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」に基づき、これま

でＩＰネットワークにおける通信サービスの安定的かつ確実な提供のための方策など

について審議してまいりました。 

 資料、右肩１ページを御覧いただきたいと思いますけれども、近年、通信ネットワー

クへの仮想化の技術の導入やクラウドサービスの活用が進み、通信サービスの提供構造

の多様化・複雑化が進んでおります。それに関連いたしまして、２つ目の丸でございま

すけれども、通信サービスの多様化・複雑化の一例として、情報通信審議会答申「デジ

タル社会における多様なサービスの創出に向けた電気通信番号制度の在り方」におきま

して、ＭＶＮＯやＢＷＡ事業者への音声伝送携帯電話番号、これは０９０、０８０、０

７０から始まる電話番号のことですけれども、この指定を可能とすることが適当とされ

ていることが１つございます。 

 もう一つ、３つ目の丸でございますけれども、「電気通信事業ガバナンス検討会」にお

きまして、利用者が安心して利用でき、高い信頼性を有する通信サービスの確保に向け

た検討が行われ、通信サービスを提供する設備が多様化している状況を踏まえ、電気通

信事業者に対する技術基準の対象範囲等の見直しを行うことが必要である旨の提言が

なされております。こうした状況下におきましても、様々な通信サービスを安定的に提

供できる通信ネットワークを確保していくことを目的として、通信ネットワークの多様

化・複雑化等に対応した電気通信設備に係る技術的条件について検討を開始するもので

ございます。 

 具体的には、その下の検討事項、①、②と２つ挙げてございます。これにつきまして、

後ろのページで御説明させていただきます。２ページ目でございますけれども、検討事

項の１点目、自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けるＭＶＮＯやＢＷＡ事業者に係る

技術基準の検討の概要について説明させていただきます。 

 ３ページ目、まずＭＶＮＯでございますけれども、現行制度におきましては、音声伝

送携帯電話番号の指定を受けるためには、携帯電話の基地局の免許等を受けていること

が条件の一つとなっており、当該条件を満たすことが可能なのはＭＮＯのみになってお
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ります。そのため、現行制度下においては、ＭＶＮＯはＭＮＯから卸電気通信役務の提

供を受けて、その音声伝送携帯電話番号の提供を受ける必要があるわけでございますけ

れども、一部のＭＶＮＯからは、能動的に多様な付加価値サービスの創出・提供を実現

する観点から、自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けたいとの要望がございます。 

 また、「デジタル変革時代の電波政策懇談会」では、ＢＷＡ、広帯域移動無線アクセス

システムの音声利用を認める方針が示されておりまして、地域ＢＷＡサービスを提供す

る事業者からも、自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受けて音声サービスを提供したい

との要望がございます。こうした状況を踏まえまして、ＭＶＮＯやＢＷＡ事業者につい

て、原則としてＭＮＯと同じ条件を満たす場合に、自ら音声伝送携帯電話番号の指定を

受けることを可能とする方向性が、先ほど申し上げました「デジタル社会における多様

なサービスの創出に向けた電気通信番号制度の在り方」において示されております。 

 ４ページ目がＭＶＮＯの説明でございますけれども、ＭＶＮＯが自ら音声伝送携帯電

話番号の指定を受ける場合の技術基準の検討について御説明させていただきます。現行

制度では、先ほど申し上げましたように、基地局の免許等を受けていることが音声伝送

携帯電話番号の指定を受ける際の要件の一つとなってございますけれども、ＭＶＮＯは

基地局を持っておりませんので、その代替の要件として、音声呼の制御に必要な設備を

設置すること、加入者情報の管理・認証に必要な設備を設置すること等の要件を示す方

針が既に示されております。 

 下のイメージ図でお示しいたしますと、現在、ＭＮＯには技術基準が適用されますが、

伝送路設備を設置しないＭＶＮＯには技術基準が適用されておりませんので、右側のＭ

ＶＮＯの設備に関して、ＭＶＮＯが自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合に求

められる技術基準について整理していく必要があるということでございます。 

 続きまして、５ページ目、ＢＷＡ事業者でございますけれども、ＢＷＡ事業者が自ら

音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合の技術基準につきまして、基本的に、先ほど

のＭＶＮＯが自ら音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合に求められる技術基準の

検討と同等でございますけれども、ＢＷＡの場合には、通信の制御等に必要なコア設備

を個々のＢＷＡ事業者が設置するということではなくて、共通のプラットフォームを提

供する他者から提供を受けるというようなネットワーク構造になっている場合もあり、

そうしたコア機能を提供する事業者が、音声伝送携帯電話番号の指定を受ける場合も考

慮した上での検討が必要になる点が異なる観点でございます。 
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 続きまして６ページ目、検討事項の２点目、仮想化技術等の進展を踏まえた技術基準

の対象範囲等の見直しに関する検討の概要について説明させていただきます。 

 ７ページ目でございますけれども、近年、仮想化技術等の進展によりまして、ハード

ウェアのリソースについて、その物理的な構成にとらわれず、論理的に統合したり分割

したりすることができるようになり、通信ネットワーク構築の自由度が高まってきてお

ります。また、グローバルにもこうした技術の導入が進んでおりまして、仮想化された

機能については、他者が設置する設備上に実装することも可能となってきていることか

ら、通信ネットワークの提供構図はより一層複雑化しているということでございます。 

 ８ページ目にもう少し具体的なイメージが書かれておりますけれども、現行制度にお

きましては、電気通信設備の一部に、外部の事業者が設置する他者設備を使用する場合、

当該他者設備については、利用者への影響が軽微なものとして、技術基準への適合維持

義務が除外される場合がございます。ただし、ルーター等の交換機能を実装するのに重

要な機能が、そういう仮想化された設備として外出しになっている場合に、技術基準の

対象から完全に除外してしまって良いのかという観点がございますので、本検討におき

ましては、電気通信事業者におけるクラウドサービスの利用状況ですとか、クラウド事

業者により提供されるサービスの具体的な内容について調査を進め、その調査結果を踏

まえつつ、通信サービスの円滑な提供を確保するため、他者設備を含めて、技術基準の

適用範囲とすべき設備やサービス範囲の明確化を行ってまいりたいと考えております。 

 ９ページ目に、今後の検討スケジュールをお示ししてございますけれども、詳細な検

討を行うために技術検討作業班を設置した上で、先ほど申し上げました２つの検討課題

のうちの①を先行して検討を行いまして、①につきましては今年９月をめどに第一次報

告書を取りまとめ、②につきましては年内をめどに第二次報告書という形で取りまとめ

る予定でございます。ただ、特に②の観点につきましては、さらに長期的な検討を要す

るものもあると考えておりますので、継続して審議を行ってまいりたいと思います。 

 私からの説明は以上でございます。 

○尾家分科会長  ありがとうございました。ただいまの説明につきまして御意見、御質

問などございましたら、チャット機能にてお申出いただければと思います。よろしくお

願いします。 

 それでは、相田委員、どうもありがとうございました。最初の１番目に関しては、今

回、制約を緩やかにすることによって多様な付加価値サービスの創出、提供が促進され
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るというお話でしたけれども、何か既にイメージされているようなことがあるのでしょ

うか。 

○相田主査  商売に関わることなので、ＭＶＮＯさんも具体的なレベルでは教えていた

だけないのですけれども、これまでですと、やはりＭＶＮＯは格安ＳＩＭということで、

ＭＮＯさんと同等のサービスをより安い価格で提供する形態が主だったわけです。幾つ

かのＭＶＮＯさんでは、これから特に５Ｇ等も視野に入れた上で、ＭＮＯさんが提供し

ていらっしゃるのとはちょっと毛色の変わったサービスを提供しようという考え方を

お持ちのようですので、そういうものを進める上でも、電話番号もさることながら、自

ら利用者管理設備等をお持ちになることがプラスになるのかなと期待しているところ

でございます。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。何か、難しい質問をしてしまいましたけれど

も、皆様、何か御質問、御意見ございませんでしょうか。よろしいですかね。 

 もう１件の②に関しましては、基本的にはクラウド化が進んでいる、仮想技術が進ん

でいる中ですので、クラウドサービスを使っていくことについては、促進しながらも、

安全にサービスを提供できるための技術基準を検討していくという理解でよろしいで

しょうか。 

○相田主査  はい、ご認識のとおりだと思います。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。 

 それでは、國領委員、お願いいたします。 

○國領委員  度々恐れ入ります。本件はひょっとすると、この部会の範疇を超えるのか

もしれないのですけれども、お話を伺っていると、例えば制度的な面でＭＶＮＯとＭＮ

Ｏとの境界線が曖昧になってくるような話なのかなと。それから、利用者管理システム

というところが、やはり競争上持っている意味合いは非常に大きいですし、それから、

セキュリティーとかプライバシーというところにも相当大きく関わってくる。いずれも

技術と制度のまたがったところで非常に大きな意味合いを持っているようなお話とお

伺いしたんですけれども、この辺のことを一体的に検討するような体制とかといったこ

とについては、何か留意すべき点はないのでしょうか。 

○相田主査  御質問ありがとうございます。実はそういった、特に情報管理についてど

うしたらいいかという点については、どちらかというと、今日申し上げた一つ目の検討

課題というよりは、「電気通信事業ガバナンス検討会」で議論が行われておりまして、過
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去にそういう利用者に関連した情報が外国に置かれていたことですとか、そういう事例

等もあったことも踏まえた上で、どちらかというと二つ目の検討課題にも関連する課題

として、利用者情報の管理に関してどういうことをやっていかなければならないかとい

うようなことは検討してまいらなければならないところかなと思います。 

 何かこの件につきまして、事務局から御説明いただけることはございますか。 

○古賀電気通信技術システム課長  電気通信技術システム課の古賀でございます。ただ

いま相田先生から御説明があったとおり、「電気通信事業ガバナンス検討会」という場で、

利用者情報の適正な取扱いといったものですとか、あるいはセキュリティー対策を含む

通信ネットワークの信頼性の確保といったようなことを全体として検討していく体制

がございまして、今後の具体的な対策等については、全体としては「電気通信事業ガバ

ナンス検討会」の下で行い、その一部については、ＩＰネットワーク設備委員会におい

て、こういった通信システムの安定性等の確保に係る検討を進めていくというようにし

ようと考えているものでございます。 

 事務局から以上でございます。 

○國領委員  ありがとうございました。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。國領委員、よろしいでしょうか。 

○國領委員  ありがとうございます。 

○尾家分科会長  そのほかにございますか。それでは、大変難しい課題を検討いただい

ておりまして、ありがとうございます。相田専門委員、本日はどうもありがとうござい

ました。 

○相田主査  ありがとうございました。 

 

閉  会 

 

○尾家分科会長  それでは、以上で本日の議題は終了いたしました。委員の皆様から何

かございますか。本日も大変重要な事項の御報告があったと思います。 

 それでは、事務局から何かございますか。 

○成田総合通信管理室長  事務局からもございません。 

○尾家分科会長  ありがとうございます。それでは、本日の会議、終了いたします。 

 次回の日程につきましては事務局から御連絡を差し上げますので、皆様、よろしくお
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願いいたします。 

 以上で閉会といたします。皆様、どうもありがとうございました。 


